
 

 

中華人民共和国商標法（第４回改正法） 

２０１９年１１月１日施行 

 

第１章 総則 

第１条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を

保証させることを促し、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営

者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的として本法を制定する。 

 

第２条 国務院工商行政管理部門商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。 

国務院工商行政管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係る事項の処理の責任を

負う。 

 

第３条 商標局の審査を経て登録された商標を登録商標とし、登録商標は、商品商標、役務

商標、団体商標及び証明商標を含む。商標権者は商標専用権を有し、法律による保護を受け

る。 

この法律でいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の

構成員の商業活動における使用に供され、使用者が当該組織の構成員資格を有することを

示す標章をいう。 

この法律でいう証明商標とは、ある種の商品又は役務に対して監督能力を有する組織によ

り管理され、且つ当該組織以外の事業体又は個人により当該商品又は役務について使用さ

れ、当該商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特定の品質を証明す

るために用いられる標章をいう。 

団体商標、証明商標の登録、管理に関する特殊事項は、国務院工商行政管理部門により規定

される。 

 

第４条 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務につ

いて商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録出願をしなければなら

ない。使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶されなければならない。 

この法律の商品商標に関する規定は、役務商標に適用する。 

 

第５条 二以上の自然人、法人又はその他の組織は、共同で商標局に対し同一の商標の登録

出願をし、共同で当該商標権を所有及び行使することができる。 

 

第６条 法律、行政法規が登録商標を使用すべきと定めた商品については、商標登録出願を

しなければならない。登録を受けていないものは、市場で販売することができない。 



 

 

 

第７条 商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。 

商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各級

の工商行政管理部門は、商標管理によって、消費者を欺瞞する行為を制止しなければならな

い。 

 

第８条 自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、

図形、アルファベット、数字、立体形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の

組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる。 

 

第９条 登録出願に係る商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人が先に取得

した合法的権利と抵触してはならない。 

商標権者は、「登録商標」又はレジスターマークの表示をする権利を有する。 

 

第１０条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。 

（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類

似するもの、及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標識的建築物の名称若

しくは図形と同一のもの。 

（二）外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許

諾を得ている場合を除く。 

（三）各国政府間の国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、当該組

織の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合を除く。 

（四）実施管理し保証することを表す公式標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、

その権利を得ている場合は除く。 

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。 

（六）民族差別的な性質を帯びたもの。 

（七）欺瞞性を帯び、商品の品質等の特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせやすいも

の。 

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の不良な影響を及ぼすもの。 

県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができな

い。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合を

除く。地名を使用している既に登録された商標は、引き続き有効とする。 

 

第１１条 次に掲げる標章は、商標として登録することができない。 

（一）その商品の普通名称、図形、規格のみからなるもの。 

（二）商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示した



 

 

にすぎないもの。 

（三）その他の顕著な特徴に欠けるもの。 

前項に掲げる標章であっても、使用を経て顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものと

なったものは、商標として登録することができる。 

 

第１２条 立体標章として登録出願された商標が、単に商品そのものの性質により生じた

形状、技術的効果を得るために必要な商品形状、又は商品に実質的な価値を備えさせるため

の形状のみからなるときは、これを登録してはならない。 

 

第１３条 関連する公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利を侵害された

と判断したときは、本法の規定に基づいて馳名商標の保護を請求することができる。 

同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商

標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、それを登録せ

ず、且つその使用を禁止する。 

同一又は類似しない商品について登録出願した商標が、中国で既に登録されている他人の

馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆に誤認させ、当該馳名商標権利者の

利益に損害を与え得るときは、それを登録せず、且つその使用を禁止する。 

 

第１４条 馳名商標は、当事者の請求により、商標に係る事件の処理において認定が必要な

事実として認定を行わなければならない。馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなけれ

ばならない。 

（一）関連公衆の当該商標に対する認知度。 

（二）当該商標の持続的な使用期間。 

（三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲。 

（四）当該商標が馳名商標として保護された記録。 

（五）当該商標が馳名であることのその他の要素。 

商標登録の審査、工商行政管理部門による商標法違反事件の摘発過程において、当事者が本

法第１３条の規定により権利を主張した場合、商標局は、事件の審査、処理の必要性に応じ

て、商標の馳名状況について認定をすることができる。 

商標争議の処理過程において、当事者が本法第１３条の規定により権利を主張した場合、商

標評審委員会は、事件処理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定することができ

る。 

商標に係る民事、行政事件の審理過程において、当事者が本法第１３条の規定により権利を

主張した場合、最高人民法院が指定した人民法院は、事件審理の必要性に応じて、商標の馳

名状況について認定することができる。 

生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品包装若しくは容器に使用したり、又は広



 

 

告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。 

 

第１５条 委任なく代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を

登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、且つその使用

を禁止する。 

同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録

商標と同一又は類似であり、出願人が、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はそ

の他の関係を有することにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っている場合であっ

て、当該他人が異議を申し立てたときは、それを登録しない。 

 

第１６条 商標が商品の地理的表示を含む場合であって、当該商品が当該表示に示された

地域に由来するものでなく、公衆に誤認させるときは、それを登録せず、且つその使用を禁

止する。ただし、既に善意で登録されたものについては、引き続き有効とする。 

前項にいう地理的表示とは、ある商品がある地域に由来することを示し、当該商品の特定の

品質、信用又はその他の特徴が、主に当該地域の自然的要素又は人文的要素によって決定さ

れる表示をいう。 

 

第１７条 外国人又は外国企業が中国に商標登録出願をするときは、その所属国が中華人

民共和国と締結した協定又は共同で参加した国際条約に基づいて処理するか、又は相互主

義の原則により処理しなければならない。 

 

第１８条 商標登録出願をし、又はその他の商標関連事項の手続きをするときは、自ら手続

きすることも、法に基づいて設立された商標代理機構に委託して手続きすることもできる。 

外国人又は外国企業が中国において商標登録出願をし、及びその他の商標関連事項の手続

きをするときは、法に基づいて設立された商標代理機構に委託しなければならない。 

 

第１９条 商標代理機構は、誠実信用の原則に従い、法律・行政法規を遵守し、被代理人の

委託に基づいて商標登録出願又はその他の商標関連事項の手続きをしなければならない。

代理過程において知り得た被代理人の営業秘密に対しては守秘義務を負う。 

委託人が登録出願する商標に、本法に規定された不登録事由があり得るときは、商標代理機

構は、委託人に明確に告知しなければならない。 

商標代理機構は、委託人の登録出願する商標が本法第４条、第１５条及び第３２条に規定す

る事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けては

ならない。 

商標代理機構は、その代理業務に対して商標登録出願をする場合を除き、その他の商標の登

録出願をしてはならない。 



 

 

 

第２０条 商標代理業界組織は、定款の規定により会員の入会条件を厳格に実行し、業界の

自律規範に違反した会員に対して懲戒を実施しなければならない。商標代理業界組織は、入

会会員及び会員への懲戒状況を遅滞なく社会へ公表しなければならない。 

 

第２１条 商標の国際登録は、中華人民共和国が締結又は加盟した関連の国際条約で確立

された制度に従うものとし、具体的な規則は国務院が規定する。 

 

第２章 商標登録の出願 

第２２条 商標登録出願人は、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品区分及

び商品名を記入し、登録出願しなければならない。 

商標登録出願人は、一つの出願において、複数の区分の商品について同一の商標を登録出願

することができる。 

商標登録出願の関連書類は、書面又は電子データにより提出することができる。 

 

第２３条 登録商標について、認められた使用範囲以外の商品において商標専用権を取得

する必要があるときは、別途の登録出願をしなければならない。 

 

第２４条 登録商標について、その標章を変更する必要があるときは、新規に登録出願をし

なければならない。 

 

第２５条 商標登録出願人は、その商標を外国で初めて登録出願をした日から６ヶ月以内

に中国で同一商品について同一の商標登録出願をするときは、当該外国と中国が締結した

協定又は共同で参加した国際条約に基づいて、又は相互に承認している優先権の原則に基

づいて優先権を享受することができる。 

前項の規定により優先権を主張するときは、商標登録出願をする時に書面による声明を行

い、且つ３ヶ月以内に最初の出願に係る商標登録出願書類の副本を提出しなければならな

い。書面による声明を提出していないとき、又は期間内に商標登録出願書類の副本を提出し

ないときは､優先権を主張しないものとみなす。 

 

第２６条 中国政府が主催又は承認した国際展示会に展示した商品に最初に使用された商

標であって、かつ当該商品が展示された日から６ヶ月以内であるときは、当該商標の出願人

は、優先権を享受することができる。 

前項の規定により優先権を主張するときは、商標登録出願時に書面による声明を提出し、且

つ３ヶ月以内に当該商品が展示された展示会の名称、展示された商品に当該商標が使用さ

れた証拠、出展期日等の証明書類を提出しなければならない。書面による声明を提出してい



 

 

ないとき、又は期間内に証明書類を提出しないときは､優先権を主張しないものとみなす。 

 

第２７条 商標登録出願のために申告する事項及び提出する資料は、真実、正確、完全でな

ければならない。 

 

第３章 商標登録の審査及び認可 

第２８条 登録出願に係る商標について、商標局は、商標登録出願書類を受領した日から９

ヶ月以内に審査を完了するものとし、本法の関連規定を満たすときは、初歩査定を行い公告

する。 

 

第２９条 審査過程において、商標局が、商標登録出願の内容に関して説明又は補正が必要

と判断したときは、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人が説明又は補正

を行わない場合も、商標局の審査決定に影響を及ぼさない。 

 

第３０条 登録出願に係る商標が、本法の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一又は

類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一又は類似であるときは、

商標局は出願を拒絶し公告しない。 

 

第３１条 ２人又は２人以上の商標登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は

類似の商標の登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩査定し公告する。同

日の出願については、先に使用された商標について初歩査定し公告し、他の出願人による出

願は拒絶し公告しない。 

 

第３２条 商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使

用しており一定の影響力のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。 

 

第３３条 初歩査定され公告された商標について、公告の日から３ヶ月以内に、本法第１３

条第２項及び第３項、第１５条、第１６条第１項、第３０条、第３１条、第３２条の規定に

違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又は本法第４条、第１０条、第１

１条、第１２条、第１９条第４項の規定に違反していると何人が判断したときは、商標局に

異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を

許可し、商標登録証を交付し公告する。 

 

第３４条 出願を拒絶し公告しない商標について、商標局は、商標登録出願人に書面で通知

しなければならない。商標登録出願人に不服があるときは、通知を受領した日から１５日以

内に、商標評審委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受け



 

 

た日から９ヶ月以内に決定を下し、請求人に書面で通知しなければならない。特別な事情が

あり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長

することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日

から３０日以内に人民法院に提訴することができる。 

 

第３５条 初歩査定され公告された商標に対して異議を申立てる場合、商標局は、異議申立

人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、

公告期間満了日から１２ヶ月以内に登録を許可するか否かの決定を下し、異議申立人及び

被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要な

ときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、６ヶ月間延長することができる。 

商標局が登録決定を下すときは、商標登録証を交付し公告する。異議申立人に不服があると

きは、本法第４４条、第４５条の規定に基づいて、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣

告を請求することができる。 

商標局が不登録決定を下し、被異議申立人に不服があるときは、通知を受領した日から１５

日以内に、商標評審委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を

受けた日から１２ヶ月以内に不服審判決定を下し、且つ異議申立人及び被異議申立人に書

面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工

商行政管理部門の許可を得て、６ヶ月間延長することができる。被異議申立人が商標評審委

員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴する

ことができる。人民法院は、異議申立人に対し、第三者として訴訟に参加することを通知し

なければならない。 

商標評審委員会は、前項の規定により不服審判を行う過程において、関連する先行権利の確

定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別事件の結果を根拠としなければ

ならないときは、審査を中止することができる。中止の原因が解消された後は、審査手続を

再開しなければならない。 

 

第３６条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による出願拒絶決定、不登録決定に対し

て不服審判を請求しないとき、又は商標評審委員会による不服審判決定に対して人民法院

に提訴しないときは、出願拒絶決定、不登録決定又は不服審判決定が効力を生じる。 

審査により異議が成立しないと決定され登録が許可された場合、商標登録出願人が取得す

る商標専用権の期間は、初歩査定の公告後３ヶ月が満了した日より起算する。当該商標の公

告期間満了日から登録許可決定が下されるまでの間の、他人による同一又は類似の商品に

おける当該商標と同一又は類似の標章の使用行為に対しては遡及効を有しない。ただし、当

該使用者の悪意により商標権者に与えた損害は、賠償しなければならない。 

 

第３７条 商標登録出願と商標不服審判請求に対しては、遅滞なく審査を行わなければな



 

 

らない。 

 

第３８条 商標登録出願人又は商標権者が、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤り

を発見したときは、訂正を請求することができる。商標局は、法律に基づき、職権の範囲内

でそれを訂正し、当事者に通知する。 

前項にいう誤りの訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容に関わるものでは

ない。 

 

第４章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 

第３９条 登録商標の有効期間は１０年とし、当該商標の登録日から起算する。 

 

第４０条 登録商標の有効期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、商標権者は、

期間満了前の１２ヶ月以内に規定に従って更新手続を行わなければならない。この期間に

行うことができないときは、６ヶ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の有

効期間は１０年とし、当該登録商標の前回の有効期間満了日から起算する。期間が満了して

も更新手続を行っていないときは、当該登録商標を取消す。 

商標局は、更新登録した商標を公告しなければならない。 

 

第４１条 登録商標について、登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要が

あるときは、変更申請をしなければならない。 

 

第４２条 登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同して商標

局に申請しなければならない。譲受人は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなけ

ればならない。 

登録商標を譲渡するときは、商標権者は、同一商品について登録した類似する商標、又は類

似する商品について登録した同一又は類似する商標を合わせて譲渡しなければならない。 

混同を引き起こしやすい又はその他の悪影響を及ぼす譲渡について、商標局は許可せず、書

面で申請人に通知し、理由を説明する。 

登録商標の譲渡は、許可された後に公告される。譲受人は、公告日より商標専用権を有する。 

 

第４３条 商標権者は、商標使用許諾契約を締結することにより、他人が当該登録商標を使

用することを許諾することができる。許諾者は、被許諾者が当該登録商標を使用する商品の

品質を監督しなければならない。被許諾者は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証し

なければならない。 

許諾を受けて他人の登録商標を使用するときは、当該登録商標を使用する商品に被許諾者

の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。 



 

 

他人に当該登録商標の使用を許諾するときは、許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け

出なければならず、商標局により公告する。商標使用許諾が届け出られていないときは、善

意の第三者に対抗することができない。 

 

第５章 登録商標の無効宣告 

第４４条 登録された商標が、本法第４四条、第１０条、第１１条、第１２条、第１９条第

４項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録さ

れた場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の事業体又は個人は、商標評

審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。 

商標局が登録商標の無効宣告を決定したときは、書面で当事者に通知しなければならない。

当事者が商標局の決定に不服であるときは、通知を受領した日から１５日以内に、商標評審

委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から９ヶ

月以内に決定を行い、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長す

ることが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することがで

きる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以

内に人民法院に提訴することができる。 

その他の事業体又は個人が商標評審委員会に登録商標の無効宣告を請求するときは、商標

評審委員会は、請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて答弁を提出さ

せなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から９ヶ月以内に、登録商標の

維持又は登録商標無効の宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。

特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、

３ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の裁定に不服であるときは、通知

を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定

手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。 

 

第４５条 既に登録された商標が、本法第１３条第２項及び第３項、第１５条、第１６条第

１項、第３０条、第３１条、第３２条の規定に違反した場合、商標の登録日から５年以内に、

先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求すること

ができる。悪意のある登録であるときは、馳名商標所有者は、５年間の期間制限を受けない。 

商標評審委員会は、登録商標の無効宣告の請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、

期間を定めて答弁を提出させなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から

１２ヶ月以内に登録商標の維持又は登録商標の無効宣告をする裁定を下し、書面で当事者

に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商

行政管理部門の許可を得て、６ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の裁

定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴することがで

きる。人民法院は、商標裁定手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加すること



 

 

を通知しなければならない。 

商標評審委員会は、前項の規定により無効宣告請求を審査する過程において、関係する先行

権利の確定が人民法院で審理中、又は行政機関で処理中の別事件の結果を根拠としなけれ

ばならないときは、審査を中止することができる。中止の原因が解消された後は、審査手続

を再開しなければならない。 

 

第４６条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標無効宣告の決定に対し

て不服審判を請求しないとき、又は商標評審委員会による不服審判決定、登録商標維持若し

くは登録商標無効宣告の裁定に対して人民法院に提訴しないときは、商標局による決定又

は商標評審委員会による不服審判決定、裁定は効力を生じる。 

 

第４７条 本法第４４条、第４５条の規定により無効宣告された登録商標については、商標

局が公告し、当該登録商標専用権は初めから存在しなかったものとみなされる。 

登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告される前に人民法院が下し且つ既に

執行された商標権侵害事件の判決、裁定、調停書及び工商行政管理部門が下し且つ既に執行

された商標権侵害事件の処理決定、並びに既に履行された商標譲渡又は使用許諾契約に対

しては遡及効を有しない。ただし、商標権者の悪意により他人に与えた損害は、賠償しなけ

ればならない。 

前項の規定により商標権侵害の賠償金、商標譲渡料、商標使用料を返却しないことが明らか

に公平原則に反するときは、全部又は一部を返却しなければならない。 

 

第６章 商標使用の管理 

第４８条 この法律でいう商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書

類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いること

により、商品の出所を識別するための行為をいう。 

 

第４９条 商標権者が登録商標を使用する過程において、登録商標、権利者の名義、住所又

はその他の登録事項を許可なく変更したときは、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて

是正を命じる。期間が満了しても是正しないときは、商標局はその登録商標を取消す。 

登録商標が使用許可された商品の普通名称となり、又は正当な理由なく継続して３年間使

用されなかったときは、如何なる事業体又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求す

ることができる。商標局は、請求を受領した日から９ヶ月以内に決定を行わなければならな

い。特別な事情があり、延長することが必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、

３ヶ月間延長することができる。 

 

第５０条 登録商標が取消されたとき、無効宣告されたとき、又は期間満了しても更新され



 

 

ないときは、取消、無効宣告又は抹消の日から１年以内は、商標局は当該商標と同一又は類

似する商標の登録を認めない。 

 

第５１条 本法第６条の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて登

録出願するよう命じ、違法経営額が５万元以上の場合、違法経営額の２０％以下の罰金を科

すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が５万元未満の場合、１万元以下の罰金

を科すことができる。 

 

第５２条 登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されていな

い商標を使用して本法第１０条の規定に違反したときは、地方の工商行政管理部門はこれ

を差止め、期間を定めて是正を命じるものとし、かつ公表することができる。違法経営額が

５万元以上のときは、違法経営額の２０％以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、

又は違法経営額が５万元未満の場合、１万元以下の罰金を科すことができる。 

 

第５３条 本法第１４条第５項の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は是正を

命じ、１０万元の罰金を科す。 

 

第５４条 登録商標を取消す又は登録商標を取消さないという商標局の決定に当事者が不

服であるときは、通知を受領した日から１５日以内に商標評審委員会に不服審判を請求す

ることができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から９ヶ月以内に決定を行い、書面

で請求人に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国

務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委

員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴する

ことができる。 

 

第５５条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標取消の決定について不

服審判を請求しないとき、又は商標評審委員会による不服審判決定について人民法院に提

訴しないときは、登録商標取消の決定、不服審判決定が効力を生じる。 

取消された登録商標は、商標局が公告し、当該登録商標専用権は、公告日から消滅する。 

 

第７章 登録商標専用権の保護 

第５６条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を認められた商品に限定

される。 

 

第５７条 次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、登録商標専用権を侵害す

る。 



 

 

（一）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用すること。 

（二）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類

似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせるこ

と。 

（三）登録商標専用権を侵害する商品を販売すること。 

（四）他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又は偽造若しくは無断で製造し

た登録商標の標章を販売すること。 

（五）商標権者の許諾を得ずに、その登録商標を変更し、変更した商標を使用した商品を市

場に投入すること。 

（六）他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登

録商標専用権侵害行為の実施を幇助すること。 

（七）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること。 

 

第５８条 他人の登録商標、登録されていない馳名商標を企業名称における商号として使

用し、公衆に誤認を生じさせ、不正競争行為を構成しているときは、「中華人民共和国反不

正当競争法」により処理する。 

 

第５９条 登録商標中に含まれる本商品の普通名称、図形、型番、若しくは商品の品質、主

要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は含まれる地名

について、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。 

立体標章の登録商標中含まれる商品そのものの性質により生じた形状、技術的効果を得る

ために必要な商品形状、又は商品に実質的価値を持たせるための形状について、登録商標専

用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。 

商標権者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、登録商標と

同一又は類似し、かつ一定の影響力を有する商標を使用しているときは、登録商標専用権者

は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利

を有しない。ただし、適切な区別用標章を加えるよう要請することができる。 

 

第６０条 本法第５７条に挙げた登録商標専用権侵害行為のいずれかがあり、紛争が生じ

たときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、又は協議が成立しない

ときは、商標権者又は利害関係人は、人民法院に提訴することも、工商行政管理部門に処理

を請求することもできる。 

工商行政管理部門の処理により、権利侵害行為の成立が認定されたときは、即時に侵害行為

の停止を命じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に用いら

れる器具を没収、廃棄し、違法経営額が５万元以上であるときは、違法経営額の５倍以下の

罰金を科すことができ、違法経営額がないとき又は５万元未満であるときは、２５万元以下



 

 

の罰金を科すことができる。５年以内に商標権侵害行為を２回以上行っているとき、又はそ

の他重大な情状を有するときは、重罰に処罰しなければならない。登録商標専用権侵害商品

であることを知らずに販売した場合であって、当該商品は自らが合法的に取得したもので

あることを証明でき、かつ提供者について説明できる場合は、工商行政管理部門は、販売の

停止を命じる。 

商標専用権侵害の賠償金額に関する争議において、当事者は、処理を行う工商行政管理部門

に調停を請求するができ、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に提訴すること

もできる。工商行政管理部門の調停を経ても当事者が合意に達しないとき、又は調停書の効

力発生後も履行しないときは、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法

院に提訴することができる。 

 

第６１条 登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は、法に基づいて調

査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがあるときは、直ちに司法機関に移送し、法に基

づいて処理しなければならない。 

 

第６２条 県級以上の工商行政管理部門は、既に取得した違法嫌疑証拠又は通報に基づい

て、他人の登録商標専用権の侵害嫌疑行為を処理する際に、次に掲げる職権を行使すること

ができる。 

（一）当事者を尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関する状況を取り調べること。 

（二）当事者の侵害行為に関連する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製する

こと。 

（三）当事者が、他人の登録商標専用権の侵害行為に係わったと疑われる場所を現場検証す

ること。 

（四）侵害行為に関係する物品を検査すること。他人の登録商標専用権を侵害する物品であ

ると証明する証拠があるときは、封印又は差し押さえてもよい。 

工商行政管理部門が、法により前項に規定の職権を行使するときは、当事者は、これに協力

し、服従するものとし、拒絶、妨害してはならない。 

商標権侵害事件の調査・処理にあたり、商標権の帰属に争いがあるとき、又は権利者が同時

に人民法院に商標権侵害訴訟を提起しているときは、工商行政管理部門は、事件の調査・処

理を中止することができる。中止の原因が解消された後は、事件の調査・処理手続を再開又

は終結しなければならない。 

 

第６３条 商標専用権侵害の損害賠償金額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基

づいて確定する。実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利

益に基づいて確定することができる。権利者の損失または侵害者が得た利益を確定するこ

とが困難な場合には、その商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪質な商



 

 

標専用権侵害行為で状況が深刻な場合、上述の方法により確定した金額の１倍以上５倍以

下で賠償金額を確定することができる。賠償金額には、権利者が侵害行為を制止するために

支払った合理的な支出を含まなければならない。 

人民法院は、賠償金額を確定するために、権利者が既に挙証に尽力しており、侵害行為に関

する帳簿、資料を主に侵害者が握っている状況において、侵害者に、侵害行為に関連する帳

簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供しないか、又は虚偽の帳簿、資料を提

供した場合は、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を参照して賠償金額を決定する

ことができる。 

権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾

料を確定することが困難な場合には、人民法院は侵害行為の状況に応じて５００万元以下

の賠償を与える判決をする。 

人民法院は商標紛争事件を処理する際、権利者の請求により、登録商標を詐称した商品につ

いて、特別な場合を除き、廃棄処分を命じる。主に登録商標を詐称した商品の製造に用いら

れる材料、工具の廃棄を命じ、且つ補償を与えない。或いは、特別な状況において、上記の

材料、工具の市場への流通の禁止を命じ、且つ補償を与えない。 

登録商標を詐称した商品を、単に詐称した商標を取り除いただけで市場に流通させてはな

らない。 

 

第６４条 登録商標専用権者が賠償を請求し、被疑侵害者が登録商標専用権者は登録商標

を使用していないとの抗弁を行った場合、人民法院は、登録商標専用権者に、これまで３年

以内にその登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。登録

商標専用権者が、これまで３年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明でき

ないとき、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、被疑侵害

者は、損害賠償責任を負わない。 

登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売した場合であって、当該商品は自らが

合法的に取得したものであることを証明でき、かつ提供者について説明できる場合は、損害

賠償の責任を負わない。 

 

第６５条 商標権者又は利害関係人は、他人がその商標専用権の侵害行為を行っているこ

と又は行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、

その合法的権益に回復しがたい損害を与えるときは、法に基づき、訴訟提起前に人民法院に

関連行為の差止め命令と財産保全措置を行うよう請求することができる。 

 

第６６条 侵害行為を差止めるために、証拠が失われる可能性があるとき、又は今後の取得

が困難になるときは、商標権者又は利害関係人は、法に基づいて、訴訟提起前に、人民法院

に証拠保全を請求することができる。 



 

 

 

第６７条 商標権者の許諾を得ずに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪

を構成するときは、被侵害者の損失を賠償する他に、法により刑事責任を追及する。 

他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又はその偽造若しくは無断で製造し

た登録商標の標章を販売することにより犯罪を構成するときは、被侵害者の損失を賠償す

る他に、法により刑事責任を追及する。 

登録商標を詐称した商品と知りながら販売することにより犯罪を構成するときは、権利者

の損失を賠償する他に、法により刑事責任を追及する。 

 

第６８条 商標代理機構に次の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、工商行政管理

部門は、期間を定めて是正を命じ、警告を与え、１万元以上１０万元以下の罰金を科す。直

接責任を負う主管者及びその他の直接責任を負う者に警告を与え、５千元以上５万元以下

の罰金を科す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。 

（一）商標関連事項の手続き中に、法的文書、印章、署名を偽造、変造し、又は偽造、変造

した法的文書、印章、署名を使用すること。 

（二）他の商標代理機構を中傷する等の手段により商標代理業務の誘致をし、又はその他の

不正な手段により商標代理市場の秩序を乱すこと。 

（三）本法第４条、第１９条第３項、第４項の規定に違反すること。 

商標代理機構に前項に定める行為があるときは、工商行政管理部門は、信用記録に記載する。

状況が深刻な場合、商標局、商標評審委員会は、同時にその商標代理業務の受理停止を決定

し、かつ公告することができる。 

商標代理機構が、誠実信用の原則に違反し、委託者の合法的利益を侵害したときは、法によ

り民事責任を負うものとし、商標代理業界組織は、行政規則の規定により懲戒を与える。 

悪意による商標登録出願に対しては、状況により警告、罰金等の行政処罰を与える。悪意に

よる商標訴訟の提起に対しては、人民法院が法に基づき処罰を与える。 

 

第６９条 商標の登録、管理及び不服審判業務に従事する国家機関職員は、公正に法を執行

し、廉潔にして自律を保ち、職責に忠実であり、文明的なサービスを提供しなければならな

い。 

商標局、商標評審委員会並びに商標登録、管理及び不服審判業務に従事する国家機関職員は、

商標の代理業務及び商品の生産活動に従事してはならない。 

 

第７０条 工商行政管理部門は、内部監督制度を整備・充実させ、商標登録、管理および不

服審判業務を担当する国家機関職員が法律および行政法規を執行し、かつ規律を遵守して

いる状況について、監督・検査を行わなければならない。 

 



 

 

第７１条 商標登録、管理および不服審判業務に従事する国家機関職員が、職務を怠り、職

権を濫用し、私情により不正を行い、違法に商標登録、管理または不服審判事項の手続きを

行い、当事者から財物を受け取り、不正な利益を図り、犯罪を構成する場合には、法により

刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合であっても、法により処分を科す。 

 

第７章 附則 

第７２条 商標登録出願及びその他の商標事務手続をするときは、手数料を納付しなけれ

ばならない。具体的な手数料の基準は、別に定める。 

 

第７３条 本法は、１９８３年３月１日より施行する。１９６３年４月１０日に国務院が公

布した「商標管理条例」は、同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定が本法と抵触

するものは、同時に失効する。 

この法律の施行前に既に登録された商標は、引き続き有効とする。 

 

※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。 
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